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衆
議
院
議
員
階
猛
君
提
出
利
用
者
選
択
の
た
め
の
貸
切
バ
ス
事
業
に
係
る
情
報
提
供
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

貸
切
バ
ス
の
利
用
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
が
、
よ
り
良
い
サ
ー
ビ
ス
を
評
価
し
、
選
択
す
る
た
め
に
は
、
貸

切
バ
ス
事
業
者
（
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
貸
切
旅
客

自
動
車
運
送
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
安
全
性
に
係
る
情
報
（
以
下
「
安
全
情
報
」
と
い
う
。
）
等
の
提
供
が
重

要
と
考
え
て
い
る
。

現
在
、
貸
切
バ
ス
事
業
者
の
安
全
情
報
と
し
て
、
国
土
交
通
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
公
益
社
団
法
人
日
本
バ
ス

協
会
が
貸
切
バ
ス
事
業
者
の
安
全
性
や
安
全
の
確
保
に
向
け
た
取
組
状
況
を
点
数
化
し
て
評
価
し
、
そ
の
安
全
性
に
対
す
る

取
組
が
優
良
な
貸
切
バ
ス
事
業
者
で
あ
る
こ
と
を
認
定
し
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
貸
切
バ
ス
事
業
者
安
全
性
評
価
認
定
制

度
（
以
下
「
安
全
性
評
価
認
定
制
度
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
認
定
の
取
得
状
況
や
、
貸
切
バ
ス
事
業
者
に
対
し
国
土
交
通

省
が
過
去
三
年
間
に
行
っ
た
行
政
処
分
の
情
報
を
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
本
年
一
月
十
五
日
に
長
野
県
北
佐
久
郡
軽
井
沢
町
の
国
道
十
八
号
線
碓
氷
バ
イ
パ
ス
入
山
峠
付
近
に
お
い
て
発
生

し
た
貸
切
バ
ス
の
事
故
（
以
下
「
本
件
事
故
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
国
土
交
通
省
に
設
置
さ
れ
た
軽
井
沢
ス
キ
ー
バ
ス
事

一



故
対
策
検
討
委
員
会
に
お
い
て
、
貸
切
バ
ス
事
業
者
等
が
公
表
及
び
周
知
を
す
べ
き
貸
切
バ
ス
事
業
者
の
安
全
情
報
の
内
容

の
拡
充
や
そ
の
公
表
及
び
周
知
の
方
法
等
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
対
応
策
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

旅
行
業
者
（
旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
行
業
の
登
録
を
受
け

た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
同
法
第
四
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
企
画
旅
行
に
参
加
す
る
旅
行
者
を
募
集
す
る

た
め
広
告
を
す
る
と
き
は
、
同
法
第
十
二
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
旅
行
者
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
運
送
等
サ

ー
ビ
ス
の
内
容
等
を
表
示
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
内
容
を
示
し
て
い
る
「
企
画
旅
行

に
関
す
る
広
告
の
表
示
基
準
等
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
七
年
二
月
二
十
八
日
付
け
国
総
旅
振
第
三
百
八
十
七
号
国
土
交
通
省

大
臣
官
房
総
合
観
光
政
策
審
議
官
通
達
）
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
運
行
会
社
・
実
車
距
離
・
運
転
者
の
数
・
貸
切
バ
ス

事
業
者
の
加
入
す
る
任
意
保
険
や
共
済
の
四
点
」
を
含
め
、
貸
切
バ
ス
事
業
者
に
係
る
情
報
を
表
示
す
る
こ
と
は
求
め
ら
れ

て
い
な
い
。
ま
た
、
一
般
社
団
法
人
日
本
旅
行
業
協
会
及
び
一
般
社
団
法
人
全
国
旅
行
業
協
会
が
平
成
十
七
年
に
作
成
し
た

「
旅
行
広
告
・
取
引
条
件
説
明
書
面
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
お
い
て
も
、
御
指
摘
の
「
運
行
会
社
・
実
車
距
離
・
運
転
者
の
数

・
貸
切
バ
ス
事
業
者
の
加
入
す
る
任
意
保
険
や
共
済
の
四
点
」
を
含
め
、
貸
切
バ
ス
事
業
者
に
係
る
情
報
を
表
示
す
る
こ
と

二



は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
軽
井
沢
ス
キ
ー
バ
ス
事
故
対
策
検
討
委
員
会
に
お
い
て
、
旅
行
業
者
の
広
告
に
お
け
る
貸

切
バ
ス
事
業
者
名
及
び
当
該
貸
切
バ
ス
事
業
者
に
係
る
安
全
情
報
の
明
記
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

貸
切
バ
ス
事
業
者
の
安
全
情
報
を
利
用
者
に
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
現
在
、
国
土
交
通
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

お
い
て
、
安
全
性
評
価
認
定
制
度
に
お
け
る
認
定
を
取
得
し
て
い
る
貸
切
バ
ス
事
業
者
の
リ
ス
ト
を
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

安
全
性
評
価
認
定
制
度
に
お
け
る
「
安
全
性
に
対
す
る
取
組
状
況
に
お
け
る
法
令
遵
守
事
項
に
関
す
る
違
反
」
に
係
る
事

項
は
、
道
路
運
送
法
第
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
が
貸
切
バ
ス
事
業
者
に
対
し
て
自
動
車
そ
の
他
の
輸
送

施
設
の
当
該
事
業
の
た
め
の
使
用
の
停
止
若
し
く
は
事
業
の
停
止
を
命
じ
、
又
は
許
可
を
取
り
消
す
事
由
と
な
り
得
る
法
令

違
反
に
係
る
事
項
と
一
致
し
て
い
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

安
全
性
評
価
認
定
制
度
は
、
行
政
処
分
の
情
報
だ
け
で
な
く
、
貸
切
バ
ス
車
両
へ
の
デ
ジ
タ
ル
式
運
行
記
録
計
や
ド
ラ
イ

三



ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
等
の
装
置
の
設
置
状
況
等
も
評
価
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
一
定
の
法
令
違
反
等
が
認
め
ら
れ
た
貸
切
バ

ス
事
業
者
に
つ
い
て
は
認
定
種
別
の
降
格
や
認
定
の
取
消
し
が
行
わ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
安
全
性
評
価
認
定
制

度
に
お
け
る
認
定
の
取
得
状
況
を
公
表
す
る
こ
と
は
、
一
定
程
度
、
利
用
者
に
対
す
る
貸
切
バ
ス
事
業
者
の
安
全
情
報
の
提

供
並
び
に
貸
切
バ
ス
事
業
者
に
お
け
る
安
全
性
確
保
に
向
け
た
意
識
の
向
上
及
び
取
組
の
促
進
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

現
在
、
国
土
交
通
省
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
よ
り
公
表
し
て
い
る
行
政
処
分
情
報
は
、
行
政
処
分
等
の
年
月
日
、
事
業
者

の
氏
名
又
は
名
称
、
行
政
処
分
の
内
容
、
違
反
行
為
の
概
要
、
違
反
点
数
等
で
あ
り
、
一
定
程
度
、
利
用
者
が
貸
切
バ
ス
事

業
者
を
選
択
す
る
に
当
た
っ
て
の
参
考
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
本
件
事
故
を
受
け
、
現
在
、
利
用
者
に
対
し

て
迅
速
に
行
政
処
分
情
報
の
提
供
を
行
う
手
法
等
の
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
利
用
者
の
行
政
処

分
情
報
の
利
用
に
つ
い
て
の
利
便
性
の
向
上
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

四


